
2018年 第4回勉強会 
補助レジュメ 

2018年9月18日（火） 
第３火曜会（税務／鑑定 土地評価研究会） 

（事務局   セイワ不動産鑑定㈱ 内） 
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本日のアジェンダ 

•目的／勉強会スケジュール 

•メンバー紹介 

•フィードバックメモの配布 

趣旨説明外 

（18:30～） 

•グランドルール 

•非常口・トイレ・Q＆A 

グランドルール等の 

確認 

• ①2017.11.17裁決 茨城県龍ヶ崎市 主な争点『相続放棄と固定資産課税』 

• ②2017.5.26裁決 東京都国分寺市 主な争点『公共の用に供する道路と固定

資産課税』  

• ③2016.3.25判決 福岡高等裁判所（確定）主な論点『未経過固定資産税の

取扱いについて』 

勉強会 
（事例研究） 

(20:00まで) 

•関内周辺 懇親会（20：15～） 
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基本理念と目的 
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 基本理念 

 専門家として良質のサービスを提供し続けるために互いに切磋琢磨する 

 目的 

 不動産に関わるある事象について、税務的、法律的、鑑定評価的観点

から検討し、実務に役立てるヒントを得る 

 職種や所属が異なる方々と意見交換を行うことにより、あらたな“気付き”

を得てそれをビジネスに活かす 



第３火曜会のコンセプト 
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 ある事例を検討し、一つもしくは複数の仮説をたてる 

事例検討 

仮説 

仮説の検証 結論 

フィードバック 

（第3火曜会） 

（実務） （実務） 

（第3火曜会） （第3火曜会） 



メンバー紹介 
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• あらたにご参加の方 

• メンバー紹介 



2018年 勉強会日程と内容 
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※勉強会でとりあげるテーマのリクエストお待ちしています 

※各回第3 （2月のみ第2）火曜日を予定しています 

※お知り合いの関係専門家をお誘いください 

※内容は予告なく変更する場合がございますことを予めご了承ください 
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第１回 

• 2/13（火） 

•被相続人（医

師）らが所有

していた米国所

在不動産の価

額について争わ

れた事例 

についての検討 

 

•新年会 

第2回 

• 4/17火） 

• レンタカー会社

に賃貸していた

不整形地に関

する整形地の

想定方法につ

いて争われ、納

税者の主張が

認められた事例 

外についての検

討 

•懇親会 

 

第３回 

• 7/17（火） 

•固定資産税に

関する地方公

共団体における

裁決事例につい

ての検討 

 

 

 

•懇親会 

 

第４回 

• 9/18（火） 

•相続放棄したに

もかかわらず固

定資産税が課税

された事例（棄

却） 

•「公共の用に供

する道路」と認定

された私道につい

て固定資産税が

課された事例認

容）ほか 

•懇親会 

 

第５回 

• 11/20（火）  

•都市計画道路予定

地の区域内となる

部分がほとんどを占

める土地の評価額

について争われた事

例について 

 

 

•忘年会 
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2018年「第３火曜会」の日程等 

- 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

日 程 2/13（火） 4/17（火） 7/17（火） 9/18（火） 11/20（火） 

勉強会 18時３０分～ 18時３０分～ 18時３０分～ 18時３０分～ 18時15分～ 

懇親会 
20時15分～ 
（新年会） 

20時15分～ 20時15分～ 20時15分～ 
20時00分～ 
（忘年会） 

※各回第３ （2月のみ第2）火曜日です 
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グランドルール 
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 トイレ休憩などは各自適宜ご自由にどうぞ 

 ケータイは禁止 

 おやつは食べてもOK 

 他人の発言を尊重する（否定しない） 

 積極的な発言を歓迎します！ 

 SNSへの写真投稿はＯＫ 

 参加者の意見は外部に持ち出さない 



非常口・トイレ・Q&A 

9 (C)2018 Seiwa Real Estate Appraisal Co.,Ltd. 

 非常口 

 トイレ 

 Q&A 



フィードバックが大切だと考えています！ 

匿名でお一人１コ（特にご批判 歓迎です）以上 

ご協力をお願いいたします 
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（目次） 
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• フィードバック用紙の配布 

0-4 

•なぜこのテーマを選んだのか？ 

•事例研究 

•要約 → 事案の概要 → 双方の主張 → 判断 

5 
• まとめ 

• フィードバック用紙の回収 
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0.1今回のテーマについて 0.テーマ 

＜なぜ、今回のテーマを選んだのか？＞ 

① 税金に関する不服申し立ての結論

（裁決）に関する公表について 

 

 国税について 

 国税不服審判所によって、一部が公表 

 地方税を含む地方公共団体について 

 全てが非公表だった 

② 固定資産税等の重要性について 

 

 

 課税方式について 

 賦課徴収方式（⇔申告納税方式） 

 位置づけについて 

 原則 全国すべての不動産が対象とな

る 

 生活に密着した身近な税金である 
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0.2要約 0.要約 

今回とりあげる事例について 

裁決日時 
地方公共団体 

主な論点 論 点 結  論 

①2017.11.17 
茨城県龍ヶ崎市 

「相続放棄」をしたにも関わらず
固定資産税が課されたことにつ
いて 

・昭和42年最高裁判決 
 「相続放棄」について 
 
・昭和28年最高裁判決 
 「固定資産税の納税義務者」について 

棄 却 

②2017.5.16 
東京都国分寺市 

私道が「公共の用に供する道
路」と認定されたにも関わらず
固定資産税が課されたことにつ
いて 

・地方税法及び国分寺市 
 市税賦課徴収条例について 
 
・国分寺市事務取扱要領について 

処分取り消し 

③2016.3.25判決 
福岡高等裁判所（確定） 
（第1審 長崎地方裁判所、

2015.10.5判決） 

「未経過固定資産税相当額」
の取扱いについて 

取得に際し支払った固定資産税等日
割り精算金は、 
・租税公課（一般管理費）か 
・取得価額の一部か 

棄 却 
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概要 1. 事案①の概要  

（案件全体） 

審査請求人が「相続放棄」をしたにも関わらず、固定資産税が課されたため、

本件処分の取り消しを求めた事案 

（茨城県龍ケ崎市、2017.11.17裁決） 

  

棄却 
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概要 1. 事案の概要 

【経 緯】 

審査請求人（相続人） 処分庁（龍ケ崎市） 第三者（金融機関） 

H28.5.14 
本件土地を所有する○○○が死亡。
（相続発生） 

Ｈ28.8.4 
水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に相続
放棄をする旨を届け出。 
同日受理される。 

Ｈ28.9.14 
水戸地方法務局の文書により、右記
所有権移転の通知を受け、固定資
産税課税台帳に記録。 

所有権者○○○の死亡による「相
続」を原因として、審査請求人外1名
に持分それぞれ1/2として所有権移
転登記。（債権者代位） 

年月日不詳 

上記固定資産税台帳の記録、
H28.11.1付水戸地方法務局龍ケ
崎支局発行の登記事項全部事項証
明書に基づき、賦課期日
（H29.1.1）における本件土地の
所有権者が審査請求人外1名である
ことを確認。 

Ｈ29.4.7 H29.4.12に右記通知を受領。 
本件土地に係る固定資産税等の賦
課決定処分を行い、同日付で審査
請求人に通知。 

H29.7.5 
本件処分の取り消しを求めて本件審
査請求を行う。 
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主張の要旨 2. 審理関係人の主張の要旨 

【審理関係人の主張】 

項 目 審査請求人の主張 処分庁の主張 

賦課について 

・H28.5.14所有権者の死亡により相続が発生 

 水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部に相続放棄を 

 する旨を届出、同年8月4日に受理。 

・審査請求人に本件土地等の所有権が移転 

 されるはずがない。 

・H29年度の固定資産税及び都市計画税は 

 賦課されることはない。 

 ・処分庁が課税の根拠として挙げる第三者の 

 代位請求による本件土地等の所有権移転 

 登記は相続放棄後に相続登記。 

・これを錯誤として更正すべきであると現在関係 

 機関と調整中で、当該相続登記は校正され、 

 又は抹消されるべき。 

 
※（民法第939条、「昭和42年最高裁判例」） 

・当該年度の1月1日時点に 

 ・登記簿 

 ・土地補充課税台帳 

 ・家屋補充課税台帳 

  に登記、登録されている者に賦課 

 

 ・所有権を有するか否かにかかわらない 

・放棄したとしても登記簿上の所有者が納税義 

 務者 

 

 

※地方税法343条及び359条の規定 

 ※「昭和28年最高裁判例」 

  「平成11年横浜地裁判例」 

 



(C)2018 Seiwa Real Estate Appraisal Co.,Ltd. 17 

【審理関係人の主張】 

項 目 審査請求人の主張 処分庁の主張 

告知について 

・本件処分に係る固定資産税等納税通知書には 

 所有者氏名が●●外1名となっている。 

→ 

・審査請求人にのみ当該固定資産税等の全額 

 が賦課されるはずがない。 

・本件土地等に係る審査請求人と他の共有 

 名義人との関係性等を捨象した賦課は理解 

 できない。 

・共有の場合納税者が連帯して納付する義務 

 があり、1人に納税の告知をすれば足りる。 

 

・地方税法第10条及び10条の2の規定により

（連帯して納付） 

・民法第434条の規定 

（1人に告知すれば足りる） 

主張の要旨 2. 審理関係人の主張の要旨 
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理由 3. 理由 

【本件処分に係る法令等の規定について】 

法令等 要  旨 

地方税法343条 固定資産税は所有者に課する（1項） 

所有者とは・登記簿・土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳に登記、登録されている者（2

項） 

所有者が死亡しているときは現に所有している者（2項） 

地方税法359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 

地方税法10条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条か

ら第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの

規定を準用する。 

民法434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 

民法177条 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができ

ない。」ことを規定 

二重譲渡の場合、登記を先に備えた方が優先すること。 

民法939条 「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」こと

を規定 
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理由 3. 理由 

【本件処分について】（本件の納税義務者について） 

～「昭和42年最高裁判例」 （昭和42.1.20判決）『相続放棄と登記』について～ 

日付 相続関係 保存登記、差押関係 

Ｓ31.8.28 訴外人死亡 

Ｓ31.10.29 
上告人及びＦを除く全員（Ｄ、Ｇ、
Ｈ、I、А、J）が相続放棄、Ｆもその
後相続放棄 

Ｓ31.11.20 相続放棄受理 

Ｓ39.12.25 
Ｄの債権者による代位による所有権保
存登記 
Ｄの持分（9分の1）仮差押登記 

Ｄの持分（9分の1）
仮差押登記 

第1審と第2審 ○（有効） 

最高裁 ☓（無効 ） 

【判断】 

【事案】 

【関係図】 
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理由 3. 理由 

【本件処分について】（本件の納税義務者について） 

～「昭和28年最高裁判例」 （昭和30.3.23判決）『土地に対する固定資産税の納税義務者』について外～ 

土地台帳若しくは土地補充課税台帳に1月1日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しな
いときでもその年の4月1日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う旨判示しているもの。 
 

（事案） 

上告人は所有宅地を譲渡し2月10日に移転登記を完了しているのであるが、右規定（地方税法）によって第４

期分までの賦課を受けた。そこで本訴を提起して既納分の返還と、未納分についての賦課処分取消を求めたもの。 

 

 （第1審と第2審、最高裁）：棄却 

 
（理由） 

・日本国憲法の下では租税を創設し、改廃するのはもとより納税義務者、課税標準、徴税の手続きは法律に基づいて定めなければ 

 ならないと同時に法律に基づいて定めるところに委せられていると解すべきである。 

・所有権の変動が頻繁ではない土地の性格を考慮し、徴税の便宜に着眼してその賦課期日を定めることとしてもその当否は立法の 

 過程において審議決定されるところに一任されているものと解すべき。 

・1月1日に納税義務者を確定する地方税法343条、359条は前記憲法の諸条規に適合して定められていることは明らか。 

・憲法に違反していないとしたその判示は正当であって所論の違法はない。 
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判断 4. 判断 

相続放棄について 

本件土地の相続について、審査請求人が相続放棄を申し出ていることは、審査請求人及び処分庁共に争いがない。 

審査請求人の主張（根拠：昭和42年最高裁判決） 

相続放棄は、その登記無くして所有権の第三

者への対抗ができ、相続開始時に遡って有効

とされる。相続放棄しているのだから、本件土

地等に所有権移転されるはずがない。 

処分庁の主張（根拠：昭和28年最高裁判決） 

本件土地等に係る登記全部事項証明書に

よると、本件土地等が審査請求人外1名の共

有により所有権の登記がされていることは明らか。

本件賦課期日においても同様。 

（台帳課税主義を採用） 
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判断 4. 判断 

地方税法及び判例の趣旨を鑑みると… 

民法の規定による実質的な所有権

（昭和42年最高裁判決） 

地方税法における所有者※ 

（昭和28年最高裁判決） 

「意義が異なる」 

※本件賦課期日現在における登記簿上の所

有者が真の所有者でないことが明らかであっ

たとしても、形式的に所有者を判断し、その

納税義務を負わせる。 
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判断 4. 判断 

本件土地について 

本件賦課期日において課税台帳に登録されている。 

台帳課税主義の例外にも該当しない。 

 → 審査請求人が本件土地等の所有者であることは明らか 

 

∴固定資産税等の納税義務者であると判断せざるを得ない。 
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ま と め 5. まとめ 

賦課期日1月1日 4月1日～ 12月31日 ～3月末 

登記又は登録
（※1） 

あり なし 
・登記（登記原因：前年１２月７日新築） 
・その後登録（※3） 

真の所有者か 真 否 （※2） 

納税義務 あり なし あり 

（※1）登記簿又は補充課税台帳 

（※2）最高裁昭和47.1.25判決「真の所有者がこれと異なる場合における両者の関係は私法上の求償等に委

ねられている。真の所有者に対する不当利得返還請求ができる。」 

（※3）最高裁平成26.9.25判決「土地又は家屋につき、賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税

台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において、賦課決定処分時までに賦

課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は、当該賦課期日に係る年度における固定資産税

の納税義務を負う。」 
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概要 1. 事案②の概要  

（案件全体） 

審査請求人の所有地である私道が「公共の用に供する道路」と認定することができるとさ

れたにも関わらず、固定資産税が課されたため、本件処分の取り消しを求めた事案 

（国分寺市、2017.5.16裁決） 

 

処分取消し 
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概要 1. 事案の概要 

【経 緯】 

審査請求人 処分庁（国分寺市） 

Ｈ28.4.22 
処分庁に対し、国分寺市内に所有する土地のうち私
道部分に係る固定資産税等非課税申告書を提出。 

H28.5.2 
本件に係るＨ28年度分の固定資産税等の賦課処
分を行い、同日付で審査人に通知。 
→「私道」ではなく、従前同様「宅地」として評価 

Ｈ28.5.6 
処分庁の担当職員は本件土地の現地確認を行い、
本件私道が「公共の用に供する道路」と認定すること
ができるものであることを確認。 

Ｈ28.5.20 
審査庁に対し、本件処分の取り消しを求める審査請
求をした。 
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主張の要旨 2. 審理関係人の主張の要旨 

【審理関係人の主張】 

項 目 審査請求人の主張 処分庁の主張 

分筆されていない私道の
非課税について 

次の理由により本件私道を非課税としなかった本件

処分は違法又は不当である。 

→ 

・私道部分の土地の課税免除については、土地 

 所有者による非課税申告書の提出によるが、 

 市民への周知は年１回の市報への掲載のみで 

 あり、市は長年周知を怠ってきた。 

  

・本件私道は、道路管理に関する台帳には、 

 舗装の記録等を含んだ道路形状が記録されて 

 いる。 

分筆されている私道の非課税認定基準の要件を

満たすことが必要 

有資格者が作成した測量図等によって道路部分

又は道路部分以外の位置及び地積が明確に判断

できることが必要 

  

→要件に当てはまることが必要 

 

 

 

 

国分寺市固定資産（土地）評価事務取扱要領第

9章第1節2項の規定 
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主張の要旨 2. 審理関係人の主張の要旨 

【審理関係人の主張】 

項 目 審査請求人の主張 処分庁の主張 

非課税申告の期日 
について 

・前記により市が道路として認識していることは明白

である。 

→ 

非課税申告書が提出された段階で、速やかに固定

資産税等に関する評価を改め、Ｈ28年度の税額

も是正されるべきである。 

非課税申告書の提出が1月末日までに行われた場

合はその年の4月1日から始まる年度分を非課税に

できる 

  

→平成28年4月22日に提出されているため 

  非課税認定基準の要件を満たしていても 

  本年度は認められない。 

 

国分寺市固定資産（土地）評価事務取扱要領

（非課税認定基準） 
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理由 3. 理由 

【本件処分に係る法令等の規定について】 

法令等 要  旨 

地方税法及び国分寺市市税賦課

徴収条例 

•固定資産税等の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月１日である。 

•総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きたる評価基準を定

め、これを告知しなければならない。 

•市町村長は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなけれ

ばならない。 

•市町村は、公共の用に供する道路について、固定資産税等を課することはできない。 

固定資産評価基準 （省略） 

事務取扱要領 •分筆されていない私道の非課税に関する取扱について：私道認定基準の要件を定める。非課

税申告書に有資格者の作成した測量図等の必要書類を添付して提出することにより認定する。 

•当該非課税申告書の提出が行われた日が、1/1～1/末日である場合：その年の4/1より始まる

年度分から非課税と認定する。 

•同上 1/末日より後である場合：その次の年の4/1より始まる年度分から非課税としている。 

道路法、建築基準法 （省略） 

国分寺市の私道整備に関する 

取扱規則 

（省略） 



(C)2018 Seiwa Real Estate Appraisal Co.,Ltd. 30 

理由 3. 理由 

【本件処分について】 

～本件私道に係る経過及び賦課期日時点における現状について～ 

項目 態様 内容 

道路形態 ○ あり。一般の交通の用の供されている。 

管理者 
○ 
 

昭和60年以降市が道路として維持
管理を行っている。 
（国分寺市の私道整備に関する取
扱規則） 

道路法 × 
道路法上の道路ではない。私道であ
る。 
（道路法2条1項） 

建築基準法 
○ 
 

位置指定道路であり建築基準法上
の道路に該当 
（建築基準法42条1項5号に該
当） 

道路の範囲の区分 △ 
位置指定道路のため位置指定図で
区分されているが、公図上道路として
分筆していない。 

1-1 

1-2 

1-5 

1-6 

1-8 

1-3 1-7 

1-4 

（公道） 

公図のイメージ 

（青部分が位置指定道路） 
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理由 3. 理由 

（参考 分筆されていない土地のうち私道（公共の用に供されている道路））を含む状況 
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理由 3. 理由 

（参考例）『 分筆されていない土地のうち私道（公共の用に供されている道路））を含む状況』 
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判断 4. 判断 

非課税申告書の提出に係る周知の態様 

その時期、回数等を具体的に定め処分庁に義務付ける法令又は条例の規定は特に存在せず、長

年周知を怠ってきた事情は認められない。 

  

∴本件処分を違法又は不当とする理由とはならない。 

 

事務取扱要領に規定する当該年度の申告期限を過ぎた非課税申告書の取扱いについて 

統一的な基準により評価の均衡を確保するという法の趣旨に鑑みれば、それ自体違法又は不当な

取扱いとはいえない。 

  

  →処分庁の主張も一理ある？ 
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判断 4. 判断 

しかしながら、 

 ・法は、公共の用に供する道路については、固定資産税を課することはできないと規定。 

 ・その取扱いについて所有者等に申告を義務付ける規定は存在しない。 

 ・法規制を有しないいわゆる「内規」である事務取扱要領を根拠として審査請求人に義務を課し、その権利

を制限することは適当ではない。 

  

 ∴非課税申告書が事務取扱要領に規定する当該年度の申告期限後に提出された場合であっても、そのこ

とを理由に当該年度の非課税認定を認めないとする取扱いは適当ではない。 

  賦課期日時点の現況が非課税要件に該当していたかどうかに基づいて判断すべき。 
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判断 4. 判断 

本件私道に係る経過及び賦課期日時点における現況について 

本件私道は建築基準法第42条第1項第5号（位置指定道路） 

市道認定はされていない。 

国分寺市の私道整備に関する取扱規則の規定に基づき、昭和60年に当時の所有者からの申請が

なされ、以後一般交通の用に供されている。市が維持及び管理を行っている。 

  

∴賦課期日時点において、「公共の用に供する道路」として、非課税要件を満たしていたことは明らか。 

  その位置及び地積についても、非課税申告書に添付された図面の通り。 

  よって、本件処分は取り消されるべきものと言わざるを得ない。 
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参考 
【参考事例】 

～宅地の一部が道路として使用されている土地に対する課税誤りについて～ 

＜概要＞ 

神奈川区の一団の住宅地（約120区画）、宅地の一部が道路として使用されていた。 

土地の評価・課税において昭和45年度から平成14年度まで価格を減額せずに課税。 

＜経過＞ 

平成13年 町内会 

→私道から公道への移管に伴う固定資産税の取扱いについて、神奈川区に問い合せ。 

神奈川区 

→私道部分について、価格が減額されていないことを把握し、道路部分の地積が確定されれば、平成14

年度から道路部分について公共用道路認定をし、非課税となることを伝えた。 

平成15年 本件地区の事情により道路部分の地積の確認が遅れたことから、道路部分の非課税認定ができなかった

ため、評価替え年度である平成15年度から、固定資産税の価格を算定する際に私道（公共用道路）

が含まれる土地として、価格を減額(私道補正)して課税した。  

平成17年 「公共用道路に関する申請書及び測量図」が所有者から提出された土地については、道路部分の地積

が明確になったため、その翌年度である平成18年度からは、道路部分について非課税とした。  

平成19年 道路部分を減額せずに評価・課税していた年度分について、平成19年9月になって、納税者から払い過

ぎた税金を返還すべきとの申出。  

役所の対応 平成9年度から過誤納金をお返しすると説明したが、現在のところ理解を得られていない。  

 

〈横浜市神奈川区 平成19年11月3日発表〉  
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ま と め 5. まとめ 

地方税法の規定「公共の用に供する道路」 固定資産税を課すこと

はできない 

事務取扱要領は、法規制を有しない、いわゆる「内規」である 

賦課期日時点において「公共の用に供する道路」として非課税要件を

満たしていたか否かで判断 

「公共の用に供する道路」とは？ 

裁判例 

横浜市の場合 

その他の税金との関連性 
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参 考 （参考）「未経過固定資産税相当額の取扱い」について 

年の途中で固定資産の売買契約を締結するに際し、

買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定

資産税等の税額のうち売買契約による所有権移転登

記の後の期間の部分に相当する固定資産税等日割り

分を支払う旨の合意をした場合。 

その合意に基づく買主の支払いは、固定資産税等その

ものではない。 

当該精算金は、「当該資産の購入の代価」の一部に

該当する。 

 本件不動産の「取得価額」に算入すべき 

 販売費ないし一般管理費として「損金」に算入

することはできない 

～不動産売買の際のいわゆる「固定資産税等の日割り精算金の税務上の取扱い」について～ 

福岡高裁Ｈ28.3.25棄却・確定（第１審 長崎地裁Ｈ27.10.5判決） 

税務訴訟資料 第266号-55（順号12833） 

当該精算金は不動産売買価額の上乗せである。 

売主が法人もしくは事業用資産を譲渡する個人事業

主である場合には、作成する領収証に印紙の貼付が必

要となる。 

売却した場合の建物に対応する未経過固定資産税等

相当額は、消費税区分上課税売上に該当する。 

 消費税相当額分だけ未経過固定資産税相当

額が実際には回収できていないこととなる。 

（要旨） （留意点） 



本日のフィードバックをお願いします！ 

匿名でお一人１コ（特にご批判歓迎^^） 
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懇親会へ行きましょう！ 
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おつかれさまでした 


